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(57)【要約】
【課題】残像が発生しやすい状況下において残像の発生
を抑制することを課題とする。
【解決手段】所定の帯電電位となるように帯電手段３Ｙ
で帯電処理した潜像担持体２Ｙの表面に、潜像形成手段
により画像情報に基づく静電潜像を形成し、現像手段４
Ｙにより静電潜像にトナーを付着させてトナー像とした
後、転写手段９Ｙにより潜像担持体表面上のトナー像を
被転写材７上へ転写する画像形成装置において、所定の
残像発生条件を満たすか否かを判断するための残像発生
判断情報を取得する情報取得手段と、前記情報取得手段
が取得した残像発生判断情報に基づいて前記所定の残像
発生条件を満たすと判断された場合、該所定の残像発生
条件を満たさないと判断される場合よりも、前記潜像担
持体における転写後の表面電位ムラの大きさが小さくな
るように、画像形成条件を補正する補正手段１００とを
有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面移動する潜像担持体と、
　潜像担持体の表面が所定の帯電電位となるように帯電処理する帯電手段と、
　前記帯電処理後における前記潜像担持体の表面に画像情報に基づく静電潜像を形成する
潜像形成手段と、
　前記潜像担持体の表面上の静電潜像にトナーを付着させてトナー像とする現像手段と、
　前記潜像担持体と被転写材との間に所定の転写バイアスを印加することにより該潜像担
持体の表面上のトナー像を該被転写材上へ転写する転写手段とを有する画像形成装置にお
いて、
　所定の残像発生条件を満たすか否かを判断するための残像発生判断情報を取得する情報
取得手段と、
　前記情報取得手段が取得した残像発生判断情報に基づいて前記所定の残像発生条件を満
たすと判断された場合、該所定の残像発生条件を満たさないと判断される場合よりも、前
記潜像担持体における転写後の表面電位ムラの大きさが小さくなるように、画像形成条件
を補正する補正手段とを有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像形成装置において、
　前記被転写材は、転写ローラを含む複数のローラに張架された無端ベルト状の中間転写
ベルトであり、
　前記転写ローラは、潜像担持体表面移動方向に直交する仮想面において、前記潜像担持
体の表面曲率中心と前記転写ローラの回転中心とを結ぶ仮想線が通る該潜像担持体の表面
上の地点が、該転写ローラを設置しない状態で前記中間転写ベルトに最近接する前記潜像
担持体表面上の地点よりも潜像担持体表面移動方向下流側に位置するように、設置されて
おり、
　前記転写手段は、前記転写ローラと前記潜像担持体との間に前記転写バイアスを印加す
ることを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の画像形成装置において、
　前記残像発生判断情報は、画像形成装置の設置環境を示す環境情報を含むことを特徴と
する画像形成装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の画像形成装置において、
　前記環境情報は、前記潜像担持体の温度を示す温度情報を含むことを特徴とする画像形
成装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像形成装置において、
　前記転写手段による転写後に前記潜像担持体の表面上に付着する不要トナーをクリーニ
ングするクリーニング手段を有し、
　前記残像発生判断情報は、前記クリーニング手段の使用量を示す使用量情報を含むこと
を特徴とする画像形成装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像形成装置において、
　前記残像発生判断情報は、前記画像情報から取得される画像パターン情報を含むことを
特徴とする画像形成装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の画像形成装置において、
　前記画像パターン情報は、細線を含んだ画像パターンを示すものであることを特徴とす
る画像形成装置。
【請求項８】
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　請求項６又は７に記載の画像形成装置において、
　前記潜像担持体を複数備えるとともに、当該複数の潜像担持体の表面に形成されるトナ
ー像を前記被転写材へ互いに重なり合うように転写する複数の転写手段を備え、
　前記画像パターン情報は、２以上の潜像担持体の表面に形成されるトナー像が互いに重
なり合った重ね画像部分を含んだ画像パターンを示すものであることを特徴とする画像形
成装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載の画像形成装置において、
　前記情報取得手段が前記残像発生判断情報を取得するタイミングは、前記画像情報を取
得したタイミングを含むことを特徴とする画像形成装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載の画像形成装置において、
　前記補正手段が補正する画像形成条件は、前記所定の帯電電位及び前記所定の転写バイ
アスの少なくとも一方を含むことを特徴とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、所定の帯電電位に帯電処理した潜像担持体表面に画像情報に基づく静電潜像を形
成した後、その静電潜像にトナーを付着させてトナー像とし、そのトナー像を記録材ある
いは中間転写体などの被転写材上へ転写する電子写真方式の画像形成装置が知られている
。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、４つの感光体ドラム（潜像担持体）を備え、各感光体ドラム
上のトナー像を互いに重なり合うように中間転写ベルト（被転写材）へ転写し、中間転写
ベルト上の重ねトナー像を記録材へ転写する中間転写方式の画像形成装置が開示されてい
る。この画像形成装置では、各感光体ドラムの表面を帯電装置によって所定の帯電電位と
なるように帯電処理し、その帯電処理後における各感光体ドラム表面に画像情報に基づい
てレーザー光を照射して静電潜像を形成する。その後、各感光体ドラム表面上の静電潜像
をそれぞれの色のトナーを用いて現像装置により現像し、各色トナー像を形成する。そし
て、各感光体ドラムに対向する位置で中間転写ベルトを張架している各一次転写ローラと
各感光体ドラムとの間に所定の一次転写バイアスを印加することにより、各感光体ドラム
上の各色トナー像を互いに重なり合うように中間転写ベルト上へ転写する。中間転写ベル
ト上に一次転写されたトナー像は、中間転写ベルトの表面移動に伴って二次転写部へ搬送
され、用紙（記録材）上に二次転写される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来、電子写真方式の画像形成装置では、転写後の潜像担持体表面上に付着する転写残
トナー等の不要トナーが、次の転写時まで潜像担持体表面上に残留し、これが被転写材へ
転写されることにより残像が生じるという課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述した課題を解決するために、本発明は、表面移動する潜像担持体と、潜像担持体の
表面が所定の帯電電位となるように帯電処理する帯電手段と、前記帯電処理後における前
記潜像担持体の表面に画像情報に基づく静電潜像を形成する潜像形成手段と、前記潜像担
持体の表面上の静電潜像にトナーを付着させてトナー像とする現像手段と、前記潜像担持
体と被転写材との間に所定の転写バイアスを印加することにより該潜像担持体の表面上の
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トナー像を該被転写材上へ転写する転写手段とを有する画像形成装置において、所定の残
像発生条件を満たすか否かを判断するための残像発生判断情報を取得する情報取得手段と
、前記情報取得手段が取得した残像発生判断情報に基づいて前記所定の残像発生条件を満
たすと判断された場合、該所定の残像発生条件を満たさないと判断される場合よりも、前
記潜像担持体における転写後の表面電位ムラの大きさが小さくなるように、画像形成条件
を補正する補正手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、残像が発生しやすい状況下において残像の発生が抑制されるという優
れた効果が奏される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態におけるプリンタの構成を示す概略構成図である。
【図２】同プリンタにおける４つのプロセスユニットと転写ユニットとを示す拡大構成図
である。
【図３】同プリンタにおけるＹ用のプロセスユニットの構成を示す構成図である。
【図４】（ａ）は、本来形成されるべき画像を示す図であり、（ｂ）は、１つ目の残像発
生パターンにより残像が発生した様子を示す図である。
【図５】（ａ）は、本来形成されるべき画像を示す図であり、（ｂ）は、２つ目の残像発
生パターンにより残像が発生した様子を示す図である。
【図６】１つ目の残像発生パターンの発生メカニズムを説明するためのＫ用の感光体を示
す説明図である。
【図７】（ａ）は、転写前における同感光体の表面上の電位分布を概略的に示すグラフで
あり、（ｂ）は、転写後における同感光体の表面上の電位分布を概略的に示すグラフであ
る。
【図８】２つ目の残像発生パターンの発生メカニズムを説明するためのＫ用の感光体を示
す説明図である。
【図９】（ａ）は、転写前における同感光体の表面上の電位分布を概略的に示すグラフで
あり、（ｂ）は、転写後における同感光体の表面上の電位分布を概略的に示すグラフであ
る。
【図１０】実施形態における残像抑制処理の流れを示すフローチャートである。
【図１１】横軸にブレード使用量をとり、縦軸に検知温度をとったグラフにおいて、通常
の画像形成条件で画像形成動作を実施する領域と、補正後の画像形成条件で画像形成動作
を実施する領域とを図示した説明図である。
【図１２】細線画像の説明図である。
【図１３】通常の画像形成条件と補正後の画像形成条件とをまとめた表である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明を適用した画像形成装置の実施形態の一例として、電子写真方式のプリン
タについて説明する。
　まず、本プリンタの基本的な構成について説明する。
　図１は、本プリンタの構成を示す概略構成図である。
　このプリンタは、図１に示されるように、イエロー（Ｙ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（
Ｍ）、黒（Ｋ）の各色の画像を形成するための電子写真プロセスを実行する４つのプロセ
スユニット１Ｙ，１Ｃ，１Ｍ，１Ｋを備えている。以下、各符号の添字Ｙ、Ｃ、Ｍ、Ｋは
、それぞれイエロー、シアン、マゼンタ、黒用の部材であることを示す。Ｙ、Ｃ、Ｍ、Ｋ
の色順は、図１に示される順に限られるものでなく、他の並び順であっても構わない。
【０００９】
　図２は、本プリンタにおける４つのプロセスユニット１Ｙ，１Ｃ，１Ｍ，１Ｋと、転写
ユニット８とを示す拡大構成図である。
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　図３は、本プリンタにおけるＹ用のプロセスユニットの構成を示す構成図である。
　プロセスユニット１Ｙ，１Ｃ，１Ｍ，１Ｋは、潜像担持体としてのドラム状の感光体２
Ｙ，２Ｃ，２Ｍ，２Ｋを有している。図中時計回り方向に回転駆動する感光体２Ｙ，２Ｃ
，２Ｍ，２Ｋの表面には、後述するように、Ｙ、Ｃ、Ｍ、Ｋの色の各トナー像が形成され
る。
【００１０】
　プロセスユニット１Ｙ，１Ｃ，１Ｍ，１Ｋの上方には、転写ユニット８が配設されてい
る。転写ユニット８には、被転写材としての無端状の中間転写ベルト７が設けられ、中間
転写ベルト７は図中反時計回り方向に無端移動する。中間転写ベルト７の全周のうち、外
周面が下方に向けている領域には、その外周面に感光体２Ｙ，２Ｃ，２Ｍ，２Ｋが当接し
てＹ、Ｃ、Ｍ、Ｋ用の一次転写ニップを形成している。中間転写ベルト７の内周面側には
、Ｙ、Ｃ、Ｍ、Ｋ用の一次転写ローラ９Ｙ，９Ｃ，９Ｍ，９Ｋが配設されており、感光体
２Ｙ，２Ｃ，２Ｍ，２Ｋとの間に中間転写ベルト７を挟み込んでいる。この挟み込みによ
り、Ｙ、Ｃ、Ｍ、Ｋ用の一次転写ニップが形成される。各一次転写ローラ９Ｙ，９Ｃ，９
Ｍ，９Ｋには、転写電源５２Ｙ，５２Ｃ，５２Ｍ，５２Ｋから所定の一次転写電圧が印加
される。
【００１１】
　一般に、一次転写ローラ９Ｙ，９Ｃ，９Ｍ，９Ｋ等の転写ローラに転写電圧を印加して
転写を行うローラ転写方式では、感光体２Ｙ，２Ｃ，２Ｍ，２Ｋの位置に対して転写ロー
ラをどのように配置するかが重要な設計パラメータとなっている。この配置の違いによっ
て、ローラ転写方式には、転写ローラを感光体に正対する位置に配置する直接印加転写方
式と、転写ローラを感光体に正対する位置よりも感光体表面移動方向（中間転写ベルト７
の表面移動方向）の下流側にずらして配置（オフセット）する間接印加転写方式がある。
【００１２】
　図３を参照して、本実施形態における中間転写ベルト７を有するプリンタの一次転写ロ
ーラ９Ｙを例に挙げて詳しく説明する。
　間接印加転写方式の場合、感光体２Ｙの表面移動方向に直交する仮想面（図３の紙面）
において、感光体２Ｙの回転中心（表面曲率中心）Ｏ１と一次転写ローラ９Ｙの回転中心
Ｏ２とを結ぶ仮想線Ｌ２が通る感光体２Ｙの表面上の地点Ａ２が、一次転写ローラ９Ｙを
設置しない状態で中間転写ベルト７に最近接する感光体２Ｙの表面上の地点Ａ１よりも感
光体表面移動方向下流側に位置するように、一次転写ローラ９Ｙが設置される。
　一方、直接印加転写方式の場合、感光体２Ｙの表面移動方向に直交する仮想面（図３の
紙面）において、感光体２Ｙの回転中心（表面曲率中心）Ｏ１と一次転写ローラ９Ｙの回
転中心Ｏ２とを結ぶ仮想線が図３中符号Ｌ１となるように、一次転写ローラ９Ｙが設置さ
れる。すなわち、直接印加転写方式では、感光体２Ｙの回転中心（表面曲率中心）Ｏ１と
一次転写ローラ９Ｙの回転中心Ｏ２とを結ぶ仮想線Ｌ１が通る感光体２Ｙの表面上の地点
Ａ１は、一次転写ローラ９Ｙを設置しない状態で中間転写ベルト７に最近接する感光体２
Ｙの表面上の地点Ａ１と略同一地点となる。
【００１３】
　本実施形態においては、図３に示すように、一次転写ローラ９Ｙ，９Ｃ，９Ｍ，９Ｋに
ついて間接印加転写方式を採用している。間接印加転写方式では、一次転写に必要な一次
転写ニップを、一次転写ローラ９Ｙ，９Ｃ，９Ｍ，９Ｋにより中間転写ベルト７を感光体
２Ｙ，２Ｃ，２Ｍ，２Ｋの表面に巻き付けるように押し当てて形成するため、一次転写ロ
ーラ９Ｙ，９Ｃ，９Ｍ，９Ｋそれ自体がゴム等の弾性層を有するローラである必要がない
。そのため、耐久性や加工精度等に優れた金属ローラで一次転写ローラ９Ｙ，９Ｃ，９Ｍ
，９Ｋを構成できるというメリットがある。加えて、間接印加転写方式の場合、比較的低
い電気抵抗値をもつ中間転写ベルト７を用いることができることから、中間転写ベルト７
を低コストで製造可能であり、低コスト化の観点でもメリットがある。
【００１４】
　中間転写ベルト７は、複数のローラに張架されながら、少なくとも１つのローラの回転
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駆動によって図中反時計回り方向に無端移動する。転写ユニット８は、中間転写ベルト７
や一次転写ローラ９Ｙ，９Ｃ，９Ｍ，９Ｋのほか、ブラシローラやクリーニングブレード
などから構成されるクリーニング装置１０を有している。また、二次転写バックアップロ
ーラ１１、二次転写ローラ１２なども有している。
【００１５】
　一次転写ローラ９Ｙ，９Ｃ，９Ｍ，９Ｋには、転写電源によってトナーの帯電極性とは
逆極性の一次転写電圧が印加される。これにより、Ｙ、Ｃ、Ｍ、Ｋ用の一次転写ニップに
一次転写バイアスが印加され、感光体２Ｙ，２Ｃ，２Ｍ，２Ｋ上のＹ、Ｃ、Ｍ、Ｋトナー
像を感光体側から中間転写ベルト側に静電移動させる一次転写電界が形成される。中間転
写ベルト７は、無端移動に伴って、Ｙ、Ｃ、Ｍ、Ｋ用の一次転写ニップを順に通過する。
この過程で、感光体２Ｙ，２Ｃ，２Ｍ，２Ｋ上のＹ、Ｃ、Ｍ、Ｋトナー像が順に重ね合わ
せて中間転写ベルト７の外周面上に一次転写される。これにより、中間転写ベルト７の外
周面には、４色重ね合わせトナー像が形成される。
【００１６】
　二次転写ローラ１２は、中間転写ベルト７の図中右側方に配設され、中間転写ベルト７
の外周面に当接して二次転写ニップを形成する。中間転写ベルト７の内周面側に配設され
た二次転写バックアップローラ１１は、二次転写ローラ１２との間に中間転写ベルト７を
挟み込んでいる。これにより、二次転写ニップが形成される。
【００１７】
　プロセスユニット１Ｙに設けられたドラム状の感光体２Ｙの周囲には、図３に示すよう
に、帯電ローラ３Ｙを具備する帯電手段としての帯電装置、現像手段としての現像装置４
Ｙ、クリーニング手段としてのクリーニング装置５Ｙなどが配設されている。帯電ローラ
３Ｙは、感光体２Ｙの表面に接触しながら回転するようになっている。本プリンタでは、
かかる帯電ローラ３Ｙに対してＡＣ成分を含まないＤＣ成分のみの直流電圧を帯電電源５
０Ｙから印加する接触ＤＣ帯電方式を採用している。なお、帯電装置には、接触ＡＣ帯電
ローラ方式や、非接触帯電方式などの他の方式を採用することもできる。
【００１８】
　現像装置４Ｙ内には、Ｙトナーと磁性キャリアとを含有する二成分現像剤が収容されて
いる。現像装置４Ｙは、感光体２Ｙに対向した現像剤担持体である現像ローラ４ａＹ、現
像ローラ４ａＹに現像電圧を印加する現像電源５１Ｙ、現像剤を搬送・撹拌するスクリュ
ー、トナー濃度センサ４ｂＹ等から構成される。現像ローラ４ａＹは、現像電源５１Ｙか
ら現像電圧が印加される中空で回転自在なスリーブと、これに連れ回らないように内包さ
れるマグネットローラとから構成されている。
【００１９】
　クリーニング装置５Ｙは、クリーニングブレード５ａＹを感光体２Ｙの表面に当接させ
て転写残トナー等の不要トナーをクリーニングするブレード方式のものである。
【００２０】
　プロセスユニット１Ｙは、感光体２Ｙと、その周囲に配設される帯電ローラ３Ｙ、現像
装置４Ｙ、クリーニング装置５Ｙとが１つのユニットとして共通の支持体に支持した状態
で、プリンタ本体に対して一体的に着脱される。一体的に着脱することにより、個別に着
脱する場合に比べて、メンテナンス性を向上させることができる。Ｙ用のプロセスユニッ
ト１Ｙについて説明したが、他色用のプロセスユニット１Ｃ，１Ｍ，１Ｋは、トナーとし
て、Ｃトナー、Ｍトナー、Ｋトナーを用いる点を除いて、Ｙ用のプロセスユニットとほぼ
同様の構成になっている。
【００２１】
　図１において、プロセスユニット１Ｙ，１Ｃ，１Ｍ，１Ｋの下方には、潜像形成手段と
しての光書込ユニット６が配設されている。光書込ユニット６は、光源、ポリゴンミラー
、ｆ－θレンズ、反射ミラー等を備え、入力される印刷ジョブの画像情報に基づいて各色
の感光体２Ｙ，２Ｃ，２Ｍ，２Ｋの表面に対してレーザー光Ｌの光走査を行う。この光走
査により、感光体２Ｙ，２Ｃ，２Ｍ，２Ｋ上に、Ｙ、Ｃ、Ｍ、Ｋの静電潜像が形成される
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。
【００２２】
　転写ユニット８の二次転写ローラ１２の上方には、定着手段としての定着ユニット１３
が配設されている。定着ユニット１３は、互いに回転しながら当接して定着ニップを形成
する定着ローラと加圧ローラとを備えている。定着ローラは、ハロゲンヒータを内蔵し、
定着ローラ表面が所定の温度となるように、電源からヒータへ電力が供給され、加圧ロー
ラとの間に定着ニップを形成している。
【００２３】
　プリンタ本体の下部には、出力画像が記録される記録材としての記録シートＳを複数枚
重ねて収容する給紙カセット１４ａ、１４ｂ、給紙ローラ、レジストローラ対１５などが
配設されている。また、プリンタ本体の側面には、側面から手差しで給紙を行うための手
差しトレイ１４ｃが備えられている。また、転写ユニット８や定着ユニット１３の図中右
側には、両面印刷時に記録シートＳを再び二次転写ニップへ搬送するための両面ユニット
１６が設けられている。
【００２４】
　プリンタ本体の上部には、プロセスユニット１Ｙ，１Ｃ，１Ｍ，１Ｋの各現像装置へ補
給するためのトナーを収容するトナー容器１７Ｙ、１７Ｃ、１７Ｍ、１７Ｋが設置されて
いる。また、プリンタ本体には、廃トナーボトル、電源ユニットなども設けられている。
【００２５】
　本実施形態におけるプリンタの画像形成動作は、次の通りである。
　本プリンタに印刷ジョブが入力されると、まず、各色のプロセスユニット１Ｙ，１Ｃ，
１Ｍ，１Ｋにおいて、電子写真プロセスが開始される。Ｙ用のプロセスユニット１Ｙを例
にすると、帯電電源５０Ｙから出力される帯電電圧が帯電ローラ３Ｙに印加され、これに
よって帯電ローラ３Ｙと感光体２Ｙとの間に帯電バイアスが印加され、感光体２Ｙの表面
がマイナス極性に一様帯電される。そして、一様帯電後の感光体２Ｙの表面には、光書込
ユニット６によって、本印刷ジョブに係る画像情報に基づいてレーザー光Ｌの走査がなさ
れる。これにより、光が照射された感光体２Ｙの表面上の部分（潜像部分）の帯電電位の
大きさが小さくなり、静電潜像が書き込まれることになる。このような静電潜像を担持し
た感光体２Ｙの表面は、感光体２Ｙの回転に伴って現像装置４Ｙとの対向位置に到達する
。感光体２Ｙと対向配置される現像ローラ４ａＹには現像電圧が印加されており、これに
より感光体２Ｙと現像ローラ４ａＹとの間に現像バイアスが印加される。その結果、マイ
ナス極性に帯電したＹトナーを感光体２Ｙの表面上の潜像部分へ移動させる現像電界が形
成され、感光体２Ｙの表面上の静電潜像が現像され、Ｙトナー像が形成される。現像装置
４Ｙ内には、トナー濃度センサ４ｂＹの出力に応じて、トナー容器１７Ｙから適量のＹト
ナーが補給される。
【００２６】
　同様の動作がプロセスユニット１Ｃ，１Ｍ，１Ｋにおいても所定のタイミングで行われ
る。これにより、感光体２Ｙ，２Ｃ，２Ｍ，２Ｋの表面に、Ｙ、Ｃ、Ｍ、Ｋの各色トナー
像が形成される。これらＹ、Ｃ、Ｍ、Ｋの各色トナー像は、既に述べたように、Ｙ、Ｃ、
Ｍ、Ｋ用の一次転写ニップで中間転写ベルト７の外周面に順に重ね合わせて一次転写され
、４色重ね合わせトナー像になる。
【００２７】
　また、印刷ジョブが開始された後、所定のタイミングで、記録シートＳが給紙カセット
１４ａ，１４ｂもしくは手差しトレイ１４ｃから送り出されて、レジストローラ対１５に
到達したところで一旦停止する。そして、所定のタイミングに合わせてレジストローラ対
１５が回転し、記録シートＳが二次転写ニップへ向けて送り出される。中間転写ベルト７
上に形成された４色重ね合わせトナー像は、二次転写ニップで記録シートＳに二次転写さ
れる。この二次転写は、二次転写電源によって二次転写ローラ１２にトナーと逆極性（プ
ラス極性）の電圧が印加されることで行われる。
【００２８】
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　記録シートＳは、二次転写ニップを通過した後に定着ユニット１３に向けて搬送されて
定着ニップに挟み込まれる。記録シートＳ上のトナー像は、定着ニップにおいて定着ロー
ラの熱や圧力により加熱加圧定着される。トナー像が定着された記録シートＳは、片面印
刷の場合には、各搬送ローラによって機外へ排出される。一方、両面印刷の場合、記録シ
ートＳは、各搬送ローラによって両面ユニット１６へ搬送されて反転され、先に画像が形
成された面とは反対側の面に、上述したように画像が形成された後に機外へ排出される。
【００２９】
　次に、残像の発生パターンについて説明する。
　本実施形態のプリンタにおいて、残像の発生パターンは２種類ある。
　１つ目の残像発生パターンは、図４（ａ）及び（ｂ）に示すように、感光体２Ｙ，２Ｃ
，２Ｍ，２Ｋ上に形成されたトナー像の転写残トナーがそのまま感光体２Ｙ，２Ｃ，２Ｍ
，２Ｋ上に残留し、これが次の周回時のトナー像とともに中間転写ベルト７へ一次転写さ
れて残像となるパターンである。
　２つ目の残像発生パターンは、図５（ａ）及び（ｂ）に示すように、例えば、中間転写
ベルト上に先に一次転写されたＹトナー像が、中間転写ベルト無端移動方向下流側に位置
するＫの一次転写ニップを通過する時に、Ｋの感光体２Ｋの表面に当該Ｙトナー像に倣っ
た電位差が生じてＫトナーの残像が生じるパターンである。
【００３０】
　図６は、上述した１つ目の残像発生パターンの発生メカニズムを説明するためのＫ用の
感光体２Ｋを示す説明図である。
　図７（ａ）は、転写前における感光体２Ｋの表面上の電位分布を概略的に示すグラフで
ある。
　図７（ｂ）は、転写後における感光体２Ｋの表面上の電位分布を概略的に示すグラフで
ある。
【００３１】
　図６に示すように、Ｋトナーが付着する潜像部分とＫトナーが付着しない非潜像部分と
の境界部分を有する画像パターンを一次転写する場合、現像後かつ一次転写前の地点Ｐ１
において測定される感光体の表面電位は、図７（ａ）に示すようなものとなる。帯電ロー
ラ３Ｙにより約－９００Ｖに一様帯電された感光体２Ｋの表面電位は、光書込ユニット６
によるレーザー光Ｌが照射されることで、その照射領域（潜像部分）の電位は約－７０Ｖ
程度まで落とされる。その潜像部分には、現像装置４Ｋの現像処理によりマイナス極性の
Ｋトナーが付着する。その結果、現像後かつ一次転写前の地点Ｐ１において測定される感
光体の表面電位は、図７（ａ）に示すように、非潜像部分では約－９００Ｖであり、トナ
ーが付着した後の潜像部分では約－７０Ｖとなる。
【００３２】
　このようなＫトナー像が一次転写ニップを通過する際、一次転写バイアスを受けて中間
転写ベルト７へ一次転写されると、一次転写後かつクリーニング前の地点Ｐ２において測
定される感光体の表面電位は、図７（ｂ）に示すようなものとなる。一次転写ニップを通
過するとき、一次転写バイアスの作用により、プラス極性の転写電圧が印加された一次転
写ローラ９Ｋから中間転写ベルト７を介して感光体２Ｋへ一次転写電流が流れ込む。この
一次転写電流の流れ込みにより、転写後の感光体２Ｋの表面上における非潜像部分の電位
はプラス極性側へシフトし、図７（ｂ）に示すように、約－５５０Ｖ程度まで落ち込む。
なお、転写後の感光体２Ｋの表面上における潜像部分の電位はすでに十分に落ち込んでい
るため、それ以上はプラス極性側へシフトすることができず、図７（ｂ）に示すように、
約－７０Ｖ程度のままである。
【００３３】
　ここで、潜像部分と非潜像部分との間における転写後の感光体表面電位の電位差（ムラ
の大きさ）が大きいほど、非潜像部分に隣接する潜像部分の境界部（エッジ部）では、電
界の回り込みによって局所的に強い電界が形成される。そのため、このようなエッジ部で
は、一次転写後に感光体２Ｋ上に残留した転写残トナー（不要トナー）を感光体２Ｋの表
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面上に静電的に引きつけて拘束する力が強い。このように強い力で感光体２Ｋの表面上に
拘束された転写残トナーは、クリーニング装置５Ｋのクリーニングブレード５ａＫが当接
しているクリーニング箇所をすり抜けやすい。クリーニング箇所をすり抜けた転写残トナ
ーは、次の帯電処理、潜像形成処理、現像処理を経てもなお、そのまま感光体２Ｋの表面
上に保持され、次の一次転写ニップを通過する際に、一次転写バイアスの作用によって中
間転写ベルト７へ一次転写される。これにより、図４（ｂ）に示すように、Ｋトナーによ
る残像が発生する。
【００３４】
　また、このようなエッジ部に局所的な強い電界が形成されると、そのエッジ部の電位（
約－７０Ｖ）が次の帯電処理を受けても約－９００Ｖまで帯電されない場合がある。この
ような場合、そのエッジ部は、次の潜像形成処理においてレーザー光が照射されない非潜
像部分であっても、次の現像処理においてトナーが付着してしまう。その結果、このエッ
ジ部に付着したトナーが次の一次転写ニップを通過する際に一次転写バイアスの作用によ
って中間転写ベルト７へ一次転写され、図４（ｂ）に示すように、Ｋトナーによる残像が
発生する。
【００３５】
　図８は、上述した２つ目の残像発生パターンの発生メカニズムを説明するためのＫ用の
感光体２Ｋを示す説明図である。
　図９（ａ）は、転写前における感光体２Ｋの表面上の電位分布を概略的に示すグラフで
ある。
　図９（ｂ）は、転写後における感光体２Ｋの表面上の電位分布を概略的に示すグラフで
ある。
【００３６】
　図８に示すように、Ｋトナーが付着しない非潜像部分が一次転写ニップを通過するとき
、Ｋ用の感光体２Ｋよりも中間転写ベルト７の表面移動方向上流側に位置する他の感光体
（ここではＹ用の感光体２Ｙ）から一次転写された中間転写ベルト７上のＹトナー像が当
該一次転写ニップを通過する場合がある。この場合、現像後かつ一次転写前の地点Ｐ１に
おいて測定されるＫ用の感光体２Ｋの表面電位は、非潜像部分であるため、図９（ａ）に
示すように、約－９００Ｖで一様である。このような非潜像部分が一次転写ニップを通過
する際、一次転写バイアスの作用により、プラス極性の転写電圧が印加された一次転写ロ
ーラ９Ｋから中間転写ベルト７を介して感光体２Ｋへ一次転写電流が流れ込む。この一次
転写電流の流れ込みにより、転写後の感光体２Ｋの表面電位はプラス極性側へシフトし、
落ち込む。
【００３７】
　このとき、Ｋ用の一次転写ニップを通過する中間転写ベルト７上に、Ｙトナー像が付着
しているＹトナー像部分とＹトナー像が付着していない非Ｙトナー像部分とが存在する場
合、感光体２Ｋへ流れ込む一次転写電流の量が、Ｙトナー像部分と非Ｙトナー像部分とで
異なるものとなる。具体的には、Ｙトナー像部分を通る一次転写電流は、その一部がＹト
ナー像を構成するＹトナーのチャージアップに使用され、その分だけ、Ｋ用の感光体２Ｋ
へ流れ込む一次転写電流の量が、非Ｙトナー像部分を通る一次転写電流よりも少ないもの
となる。その結果、Ｋ用の感光体２Ｋの表面電位は、図９（ｂ）に示すように、中間転写
ベルト７上のＹトナー像と対向する感光体２ＫのＹトナー像対向部分についての表面電位
（約－４００Ｖ）は、中間転写ベルト７上のＹトナー像と対向しない感光体２Ｋの非Ｙト
ナー像対向部分についての表面電位（約－４５０Ｖ）よりも、電位の落ち込み量が少なく
なる。
【００３８】
　上述したように、転写後の感光体表面上における電位変化が大きい箇所（エッジ部）で
は、電界の回り込みによって局所的に強い電界が形成される。そのため、Ｋ用の感光体２
Ｋの表面上におけるＹトナー像対向部分と非Ｙトナー像対向部分との間の境界部分（エッ
ジ部）でも、電界の回り込みによって局所的に強い電界が形成され得る。そして、このよ
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うなエッジ部では、上述したとおり、そのエッジ部の電位が次の帯電処理を受けても約－
９００Ｖまで帯電されない場合があり、このような場合、そのエッジ部に次の現像処理に
おいてトナーが付着し、次の一次転写ニップを通過する際に中間転写ベルト７へ一次転写
されて、図５（ｂ）に示すように、Ｋトナーによる残像が発生し得る。
【００３９】
　特に、本実施形態においては、間接印加転写方式を採用しているため、上述したいずれ
の残像発生パターンで発生する残像も、直接印加転写方式より発生しやすいものとなって
いる。詳しく説明すると、直接印加転写方式では、通常、間接印加転写方式よりも感光体
へ流れ込む転写電流量を多くすることができる。そのため、直接印加転写方式であれば、
１つ目の発生パターンの場合、感光体の表面が一次転写ニップを通過することにより、非
潜像部分の電位が十分に落とされ、非潜像部分と潜像部分との電位差（電位ムラ）が小さ
く又はほぼ無くなり、そのエッジ部に局所的な強い電界が生じることが少なく、残像が生
じにくい。
【００４０】
　これに対し、間接印加転写方式であると、直接印加転写方式よりも転写電流量が少ない
ため、１つ目の発生パターンの場合、感光体の表面が一次転写ニップを通過するときに、
非潜像部分の電位が十分に落ちない。そのため、非潜像部分と潜像部分との電位差（電位
ムラ）が大きく、そのエッジ部に局所的な強い電界が生じて、残像が生じやすい。
【００４１】
　また、転写電流量が多い直接印加転写方式であれば、２つ目の発生パターンの場合、一
次転写ニップを、中間転写ベルト表面移動方向上流側の感光体から一次転写された中間転
写ベルト７上の他色トナー像が通過するとき、他色トナー像を流れる転写電流のうちトナ
ーのチャージアップ分の占める割合が少なくなる。そのため、一次転写ニップで中間転写
ベルト７上の他色トナー像と対向する他色トナー像対向部分（図９におけるＹトナー像対
向部分）にも、他色トナー像と対向しない非他色トナー像対向部分（図９における非Ｙト
ナー像対向部分）と同程度の転写電流が流れる。その結果、他色トナー像対向部分と非他
色トナー像対向部分との電位差（電位ムラ）が小さく又はほぼ無くなり、そのエッジ部に
局所的な強い電界が生じることが少なく、残像が生じにくい。
【００４２】
　これに対し、間接印加転写方式であると、直接印加転写方式よりも転写電流量が少ない
ため、２つ目の発生パターンの場合、中間転写ベルト上の他色トナー像を流れる転写電流
のうちトナーのチャージアップ分の占める割合が多くなる。そのため、他色トナー像対向
部分（図９におけるＹトナー像対向部分）を流れる転写電流量が、非他色トナー像対向部
分（図９における非Ｙトナー像対向部分）よりも有意に少なくなる。その結果、他色トナ
ー像対向部分と非他色トナー像対向部分との電位差（電位ムラ）が大きく、そのエッジ部
に局所的な強い電界が生じて、残像が生じやすい。
【００４３】
　上述した残像は、形成される画像（１つ目の残像発生パターンにおいては自らの感光体
上に形成されるトナー像である。２つ目の残像発生パターンにおいては中間転写ベルト表
面移動方向上流側の感光体から中間転写ベルト７へ一次転写されたトナー像である。）が
細線画像を含むような画像パターンであるという条件下（残像発生条件下）において発生
しやすい。これは、細線画像では、転写後における感光体表面上の電位変化が生じるエッ
ジ部同士が近接するためである。
【００４４】
　また、画像形成装置の設置環境の温度が低温であるという条件下（残像発生条件下）に
おいては、クリーニング性能が不十分となりやすく、クリーニング箇所のトナーのすり抜
けが発生しやすくなる。特に、感光体の温度が低温であるという条件（残像発生条件下）
では、クリーニングブレードも低温であり、クリーニング性能が不十分となってクリーニ
ング箇所のトナーのすり抜けが発生しやすくなる。そのため、このような残像発生条件下
では、特に上述した１つ目の発生メカニズムによる残像が発生しやすい。
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【００４５】
　また、クリーニング装置５Ｙ，５Ｃ，５Ｍ，５Ｋのクリーニングブレード５ａが経時使
用により劣化してくると、クリーニング性能が不十分となり、クリーニング箇所のトナー
のすり抜けが発生しやすくなる。したがって、クリーニングブレード５ａの使用量（感光
体表面に対するクリーニングブレードの相対移動距離など）が規定量を超えるという条件
下（残像発生条件下）においては、特に上述した１つ目の発生メカニズムによる残像が発
生しやすい。
【００４６】
　また、２色以上のトナー像が互いに重なり合って中間転写ベルト７上に形成されている
トナー像が一次転写ニップを通過するような画像パターンであるという条件下（残像発生
条件下）においては、残像が発生しやすい。これは、中間転写ベルト７上における２色以
上の重ねトナー像が一次転写ニップを通過する場合、その一次転写ニップ中で当該トナー
像部分を通る一次転写電流のうち、当該トナーのチャージアップ分の占める割合がより多
くなるためである。したがって、このような画像パターンが形成されるという残像発生条
件下においては、特に上述した２つ目の発生メカニズムによる残像が発生しやすい。
【００４７】
　そして、このように残像が発生しやすい残像発生条件が満たされる状況下では、転写後
における感光体上の表面電位ムラの大きさが大きくなると、上述した１つ目の発生メカニ
ズムあるいは上述した２つ目の発生メカニズムによって、残像が発生してしまう。
【００４８】
　次に、本実施形態における残像抑制処理について説明する。
　図１０は、本実施形態における残像抑制処理の流れを示すフローチャートである。
　本実施形態においては、制御部１００は、印刷ジョブが入力されるタイミング等の所定
の実行タイミングが到来するたびに、残像抑制処理を開始する。制御部１００は、印刷ジ
ョブが入力されると（Ｓ１）、まず、所定の記憶部に記憶されているブレード使用量情報
を読み出し（Ｓ２）、そのブレード使用量情報が示すブレード使用量が規定量を超えてい
るか否かを判断する（Ｓ３）。本実施形態のブレード使用量情報は、現在使用しているク
リーニングブレード５ａの使用開始時期からの感光体走行距離を示す情報、すなわち、ク
リーニング装置５Ｙ，５Ｃ，５Ｍ，５Ｋのクリーニングブレード５ａと感光体２Ｙ，２Ｃ
，２Ｍ，２Ｋの表面との相対移動距離を示す情報である。ただし、このようなブレード使
用量情報に限らず、クリーニング装置５Ｙ，５Ｃ，５Ｍ，５Ｋの使用量を示す使用量情報
であれば、他の情報であってもよい。
【００４９】
　上述したとおり、ブレード使用量が規定量を超えている場合、クリーニング箇所のトナ
ーのすり抜けが発生しやすくなり、転写後における感光体上の表面電位ムラの大きさが大
きいと、特に上述した１つ目の発生メカニズムによる残像が発生しやすい。逆に、ブレー
ド使用量が規定量を超えていなければ、転写後における感光体上の表面電位ムラの大きさ
が大きくても、残像が発生しにくい。そのため、本実施形態では、ブレード使用量が規定
量を超えていない場合には（Ｓ３のＮｏ）、画像形成条件を補正することなく、通常の画
像形成条件で画像形成動作を開始する（Ｓ９）。なお、本実施形態における規定量は、ク
リーニングブレード５ａが寿命を迎える予め決められた寿命使用量の半分に設定されてい
るが、適宜調整可能である。
【００５０】
　また、ブレード使用量が規定量を超えている場合でも（Ｓ３のＹｅｓ）、画像形成装置
の設置環境の温度（特に感光体の温度）が高温であれば、クリーニング性能が十分に維持
され、クリーニング箇所のトナーのすり抜けが発生しにくく、転写後における感光体上の
表面電位ムラの大きさが大きくても、残像が発生しにくい。そのため、本実施形態では、
ブレード使用量が規定量を超えていない場合でも（Ｓ３のＹｅｓ）、温度センサで検知し
た検知温度が規定温度を超えていない場合には（Ｓ４，Ｓ５のＮｏ）、画像形成条件を補
正することなく、通常の画像形成条件で画像形成動作を開始する（Ｓ９）。
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【００５１】
　なお、本実施形態では、各プロセスユニット１Ｙ，１Ｃ，１Ｍ，１Ｋに温度センサが設
置され、感光体２Ｙ，２Ｃ，２Ｍ，２Ｋの周囲の温度を検知する構成となっているが、他
の箇所の温度を検知してもよい。また、本実施形態における規定温度は、１５℃に設定さ
れているが、適宜調整可能である。
【００５２】
　図１１は、横軸にブレード使用量をとり、縦軸に検知温度をとったグラフにおいて、通
常の画像形成条件で画像形成動作を実施する領域と、補正後の画像形成条件で画像形成動
作を実施する領域とを図示したものである。
【００５３】
　また、ブレード使用量が規定量を超えていて（Ｓ３のＹｅｓ）、かつ、検知温度も規定
温度を超えている場合（Ｓ５のＹｅｓ）でも、形成する画像が、残像を生じやすい規定の
画像パターンを含まない場合には、転写後における感光体上の表面電位ムラの大きさが大
きくても、残像が発生しにくい。残像を生じやすい規定の画像パターンとは、具体的には
、例えば、上述したように、細線画像を含むような画像パターンや、２色以上のトナー像
が互いに重なり合って中間転写ベルト７上に形成されているトナー像が一次転写ニップを
通過するような画像パターンなどである。なお、ここでいう細線画像とは、図１２に示す
ように、副走査方向Ａ（中間転写ベルト表面移動方向に対応する方向）における画像部分
の長さａが規定長さ（例えば、６００ｄｐｉの画像であれば１２ｄｏｔ分）以下である画
像部分を含むものである。
【００５４】
　そのため、本実施形態では、ブレード使用量が規定量を超えていて（Ｓ３のＹｅｓ）、
かつ、検知温度も規定温度を超えている場合（Ｓ５のＹｅｓ）でも、形成する画像が規定
の画像パターンを含まない場合には（Ｓ６，Ｓ７のＮｏ）、画像形成条件を補正すること
なく、通常の画像形成条件で画像形成動作を開始する（Ｓ９）。形成する画像が規定の画
像パターンを含むか否かの判断では、例えば、入力された印刷ジョブに係る画像情報を制
御部１００が取得し、制御部１００が当該画像情報を分析して規定の画像パターンを含む
かどうかの判定を行う。
【００５５】
　一方、本実施形態では、ブレード使用量が規定量を超えていて（Ｓ３のＹｅｓ）、かつ
、検知温度も規定温度を超えていて（Ｓ５のＹｅｓ）、更に、形成する画像が規定の画像
パターンを含む場合（Ｓ７のＹｅｓ）、制御部１００は、残像発生条件を満たすと判断し
て、残像が発生しにくくなるように、画像形成条件を補正する（Ｓ８）。具体的には、制
御部１００は、このような残像発生条件を満たす場合、通常の画像形成条件で画像形成を
実施する場合よりも、転写後における感光体２Ｙ，２Ｃ，２Ｍ，２Ｋ上の表面電位ムラの
大きさが小さくなるように、画像形成条件を補正する。
【００５６】
　本実施形態において、制御部１００は、図１３に示す表にまとめたとおり、通常の画像
形成条件では、帯電ローラ３Ｙ，３Ｃ，３Ｍ，３Ｋによる感光体帯電電位の絶対値の上限
が９００Ｖであるところ、残像発生条件を満たす場合には、その上限が７００Ｖとなるよ
うに補正する。これにより、画質調整制御（プロセスコントロール）等により、帯電ロー
ラ３Ｙ，３Ｃ，３Ｍ，３Ｋによる感光体帯電電位が調整される場合でも、残像発生条件を
満たす場合には、感光体帯電電位の絶対値が７００Ｖを超えて設定されることがなくなる
。
【００５７】
　このように感光体帯電電位の絶対値が大きくならないように帯電電位を補正することで
、転写前における感光体表面上の非潜像部分の電位と潜像部分の電位との電位差（電位ム
ラ）が大きくなることが抑制される。これにより、転写後における非潜像部分の電位と潜
像部分の電位との電位差（電位ムラ）も大きくなることが抑制され、非潜像部分と潜像部
分との境界部分（エッジ部）での局所的な強い電界の発生が抑制される。その結果、上述
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した１つ目の発生メカニズムによる残像の発生が抑制される。
【００５８】
　また、本実施形態において、制御部１００は、図１３に示す表にまとめたとおり、通常
の画像形成条件では、一次転写電圧が＋１４００Ｖであるところ、残像発生条件を満たす
場合には、一次転写電圧が＋１３００Ｖとなるように補正する。このように一次転写電圧
の大きさが小さくなるように補正することで、通常の画像形成条件よりも、一次転写ニッ
プを流れる一次転写電流量が少なくなる。これにより、一次転写ニップを、中間転写ベル
ト表面移動方向上流側の感光体から一次転写された中間転写ベルト７上の他色トナー像が
通過するとき、当該他色トナー像を流れる転写電流のうちトナーのチャージアップ分の占
める割合が少なくなる。その結果、一次転写ニップで中間転写ベルト７上の他色トナー像
と対向する他色トナー像対向部分（図９におけるＹトナー像対向部分）を流れる転写電流
量と、他色トナー像と対向しない非他色トナー像対向部分（図９における非Ｙトナー像対
向部分）を流れる転写電流量との差が小さくなる。したがって、転写後における感光体上
の他色トナー像対向部分と非他色トナー像対向部分との電位差（電位ムラ）が小さくなり
、そのエッジ部に局所的な強い電界が生じることが抑制され、上述した２つ目の発生メカ
ニズムによる残像の発生が抑制される。
【００５９】
　なお、本実施形態では、ブレード使用量が規定量を超えていて、かつ、検知温度も規定
温度を超えていて、更に、形成する画像が規定の画像パターンを含むという条件を、残像
発生条件としているが、残像発生条件はこれに限られず、適宜設定される。したがって、
ブレード使用量が規定量を超えているという条件、検知温度も規定温度を超えているとい
う条件、形成する画像が規定の画像パターンを含むという条件の少なくとも１つを満たす
場合に、残像発生条件を満たすと判断するようにしてもよい。また、本実施形態に列挙し
た条件以外でも、残像が発生しやすい状況を示す条件であれば、残像発生条件はどのよう
な条件でもよい。
【００６０】
　以上に説明したものは一例であり、次の態様毎に特有の効果を奏する。
（態様Ａ）
　表面移動する感光体２Ｙ，２Ｃ，２Ｍ，２Ｋ等の潜像担持体と、潜像担持体の表面が所
定の帯電電位となるように帯電処理する帯電ローラ３Ｙ，３Ｃ，３Ｍ，３Ｋ等の帯電手段
と、前記帯電処理後における前記潜像担持体の表面に画像情報に基づく静電潜像を形成す
る光書込ユニット６等の潜像形成手段と、前記潜像担持体の表面上の静電潜像にトナーを
付着させてトナー像とする現像装置４Ｙ，４Ｃ，４Ｍ，４Ｋ等の現像手段と、前記潜像担
持体と中間転写ベルト７等の被転写材との間に一次転写バイアス等の所定の転写バイアス
を印加することにより該潜像担持体の表面上のトナー像を該被転写材上へ転写する一次転
写ローラ９Ｙ，９Ｃ，９Ｍ，９Ｋ等の転写手段とを有する画像形成装置において、所定の
残像発生条件を満たすか否かを判断するためのブレード使用量、検知温度、画像パターン
等の残像発生判断情報を取得する感光体走行距離カウント部、温度センサ、制御部１００
等の情報取得手段と、前記情報取得手段が取得した残像発生判断情報に基づいて前記所定
の残像発生条件を満たすと判断された場合、該所定の残像発生条件を満たさないと判断さ
れる場合よりも、前記潜像担持体上における転写後の表面電位ムラの大きさが小さくなる
ように、画像形成条件を補正する制御部１００等の補正手段とを有することを特徴とする
。
　残像と呼ばれる現象は、形成される画像が細線画像を含むような画像パターンであった
り、画像形成装置の設置環境の温度が低温であったりするなど、特定の残像発生条件下に
おいて生じやすい。また、転写後の潜像担持体表面上に付着する不要トナーをクリーニン
グするクリーニング手段を有する構成においては、そのクリーニング手段が経時使用によ
り劣化してくると、残像が生じやすい。また、複数のトナー像を互いに重なり合うように
被転写材上に転写する構成においては、２以上のトナー像が重なっている画像部分を含む
ような画像パターンでも、残像が生じやすい。
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　本発明者らの研究により、残像は、上述した残像発生条件を満たす状況下において、転
写後における潜像担持体上の表面電位ムラの大きさが大きいときに発生することが判明し
た。詳しくは、潜像担持体上の転写後の表面電位ムラの大きさが大きい部分、すなわち、
潜像担持体上の転写後の表面電位の大きさが相対的に大きい箇所と相対的に小さい箇所と
の境界部分では、電界の回り込みによって局所的に強い電界が形成される。そのため、こ
のような部分では、不要トナーを潜像担持体上に拘束する力が強く、次の転写時まで潜像
担持体表面上に不要トナーが残留して被転写材へ転写されてしまい、残像を生じさせる。
　本態様によれば、情報取得手段により取得した残像発生判断情報に基づいて所定の残像
発生条件を満たすと判断された場合、補正手段により画像形成条件を補正して、当該所定
の残像発生条件を満たさないと判断される場合よりも、潜像担持体上における転写後の表
面電位ムラの大きさが小さくなるようにする。これにより、残像発生条件が満たされる状
況下であっても、潜像担持体表面上の転写後電位の大きさが相対的に大きい箇所と相対的
に小さい箇所との境界部分での局所的な電界が弱まり、不要トナーを潜像担持体上に拘束
する力を弱めることができる。その結果、不要トナーが次の転写時まで潜像担持体表面上
に残留する事態を抑制でき、残像の発生を抑制することができる。
【００６１】
（態様Ｂ）
　前記態様Ａにおいて、前記被転写材は、一次転写ローラ９Ｙ，９Ｃ，９Ｍ，９Ｋ等の転
写ローラを含む複数のローラに張架された無端ベルト状の中間転写ベルト７であり、前記
転写ローラは、潜像担持体表面移動方向に直交する仮想面において、前記潜像担持体の表
面曲率中心Ｏ１と前記転写ローラの回転中心Ｏ２とを結ぶ仮想線Ｌ２が通る該潜像担持体
の表面上の地点Ａ２が、該転写ローラを設置しない状態で前記中間転写ベルトに最近接す
る前記潜像担持体表面上の地点Ａ１よりも潜像担持体表面移動方向下流側に位置するよう
に、設置されており、前記転写手段は、前記転写ローラと前記潜像担持体との間に前記転
写バイアスを印加することを特徴とする。
　本態様は、いわゆる間接印加転写方式であるため、上述したとおり、直接印加転写方式
よりも優れたメリットが得られるが、転写ニップを流れる転写電流量が直接印加転写方式
よりも少なく、残像が生じやすい。本態様によれば、残像の発生を抑制できるので、残像
の発生を抑制しつつ、間接印加転写方式のメリットを享受できる。
【００６２】
（態様Ｃ）
　前記態様Ａ又はＢにおいて、前記残像発生判断情報は、画像形成装置の設置環境を示す
環境情報を含むことを特徴とする。
　上述したとおり、画像形成装置の設置環境を示す環境情報は、残像が発生しやすい状況
か否かを判断するために有用な情報である。したがって、本態様によれば、所定の残像発
生条件を満たすか否かの判断を適切に行うことができる。
【００６３】
（態様Ｄ）
　前記態様Ｃにおいて、前記環境情報は、前記潜像担持体の温度を示す温度情報を含むこ
とを特徴とする。
　上述したとおり、潜像担持体の温度を示す温度情報は、残像が発生しやすい状況か否か
を判断するために有用な情報である。したがって、本態様によれば、所定の残像発生条件
を満たすか否かの判断を適切に行うことができる。
【００６４】
（態様Ｅ）
　前記態様Ａ～Ｄのいずれかの態様において、前記転写手段による転写後に前記潜像担持
体の表面上に付着する転写残トナー等の不要トナーをクリーニングするクリーニング装置
５Ｙ，５Ｃ，５Ｍ，５Ｋ等のクリーニング手段を有し、前記残像発生判断情報は、前記ク
リーニング手段の使用量を示す使用量情報を含むことを特徴とする。
　上述したとおり、クリーニング手段の使用量を示す使用量情報は、残像が発生しやすい
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状況か否かを判断するために有用な情報である。したがって、本態様によれば、所定の残
像発生条件を満たすか否かの判断を適切に行うことができる。
【００６５】
（態様Ｆ）
　前記態様Ａ～Ｅのいずれかの態様において、前記残像発生判断情報は、前記画像情報か
ら取得される画像パターン情報を含むことを特徴とする。
　上述したとおり、形成する画像の画像パターン情報は、残像が発生しやすい状況か否か
を判断するために有用な情報である。したがって、本態様によれば、所定の残像発生条件
を満たすか否かの判断を適切に行うことができる。
【００６６】
（態様Ｇ）
　前記態様Ｆにおいて、前記画像パターン情報は、細線を含んだ画像パターンを示すもの
であることを特徴とする。
　上述したとおり、細線を含んだ画像パターンは残像を発生させやすいので、本態様によ
れば、所定の残像発生条件を満たすか否かの判断を適切に行うことができる。
【００６７】
（態様Ｈ）
　前記態様Ｆ又はＧにおいて、前記潜像担持体を複数備えるとともに、当該複数の潜像担
持体の表面に形成されるトナー像を前記被転写材へ互いに重なり合うように転写する複数
の転写手段を備え、前記画像パターン情報は、２以上の潜像担持体の表面に形成されるト
ナー像が互いに重なり合った重ね画像部分を含んだ画像パターンを示すものであることを
特徴とする。
　上述したとおり、このような重ね画像部分を含んだ画像パターンは残像を発生させやす
いので、本態様によれば、所定の残像発生条件を満たすか否かの判断を適切に行うことが
できる。
【００６８】
（態様Ｉ）
　前記態様Ａ～Ｈのいずれかの態様において、前記情報取得手段が前記残像発生判断情報
を取得するタイミングは、前記画像情報を取得したタイミングを含むことを特徴とする。
　これによれば、取得した画像情報に基づく画像形成動作を開始する前に、残像発生条件
を満たす場合に画像形成条件を補正することができるので、残像を含む画像が形成される
のを有効に防止できる。
【００６９】
（態様Ｊ）
　前記態様Ａ～Ｉのいずれかの態様において、前記補正手段が補正する画像形成条件は、
前記所定の帯電電位及び前記所定の転写バイアスの少なくとも一方を含むことを特徴とす
る。
　上述したとおり、帯電電位や転写バイアスを補正することで残像の発生を抑制できるの
で、本態様によれば、残像を含む画像が形成されるのを有効に防止できる。
【符号の説明】
【００７０】
１　プロセスユニット
２　感光体
３　帯電ローラ
４　現像装置
４ａ　現像ローラ
４ｂ　トナー濃度センサ
５　クリーニング装置
５ａ　クリーニングブレード
６　光書込ユニット
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７　中間転写ベルト
８　転写ユニット
９　一次転写ローラ
１３　定着ユニット
１５　レジストローラ対
１７　トナー容器
５０　帯電電源
５１　現像電源
５２　転写電源
１００　制御部
【先行技術文献】
【特許文献】
【００７１】
【特許文献１】特開２０１５－００４９７０号公報
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